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告   示 

◎新潟県告示第557号 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により次の区域を

急傾斜地崩壊危険区域として指定する。 

なお、関係図面は、新潟県土木部砂防課及び三条地域振興局地域整備部において縦覧に供する。 

平成27年３月31日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 区域の名称 

五番町(2)急傾斜地崩壊危険区域 

２ 区域の表示 

 次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から11号までを順次結んだ線及び標柱11号と１号を結んだ線に囲ま

れた区域 

 加茂市 

  大字加茂字七沢 

   110番       １号及び２号 

   107番１      ３号から５号まで 

   107番１地先道路敷 ６号 

五番町 

   138番３      ７号 

   147番丑      ８号 

  大字加茂字七沢 

   108番       ９号 

   107番子      10号及び11号 
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新潟県教育財産事務取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成27年３月31日 

新潟県教育委員会 

   委員長  外 山  迪 子  

新潟県教育委員会規則第９号 

新潟県教育財産事務取扱規則の一部を改正する規則 

新潟県教育財産事務取扱規則（昭和48年新潟県教育委員会規則第16号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動後項」という。）に対応する同表の改正前の欄

中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動項」という。）が存在する場合には当該移動項を当該移動後項とし、

移動後項に対応する移動項が存在しない場合には当該移動後項（以下「追加項」という。）を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示を除く。以下「改正部分」という。）に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び追加項を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には

当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削

り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律（昭和31年法律第162号）第21条第

２号に規定する教育財産の管理の事務に関し、別

に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（財産台帳等の調製） 

第６条 （略） 

２ （略） 

３ 教育長は、その所管に係る教育財産を貸し付け、

若しくはこれに地上権若しくは地役権を設定し、

又は教育財産の使用を許可したときは、県規則に

定める使用許可台帳又は貸付台帳の正本を備え付

けなければならない。 

４・５ （略） 

 

（教育財産の所属換え） 

第９条 教育財産の所属換えを受けようとする教育

機関の長等は、当該財産の所属する教育機関の長

等に対し、財産所属換え依頼書（県規則別記第４

号様式）を提出しなければならない。 

２・３ （略） 

 

（教育財産の貸付期間） 

第13条 地方自治法（昭和22年法律第67号。以下

「法」という。）第238条の４第２項第１号から第

３号までの規定による教育財産である土地の貸付

期間は、30年を超えることができない。 

２ 法第238条の４第２項第４号の規定による庁舎

等の貸付期間は、床面積に余裕がある部分を貸し

付ける場合にあつては５年を、敷地に余裕がある

部分を貸し付ける場合にあつては10年を、それぞ

れ超えることができない。 

３ 前２項の期間は更新することができる。この場

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律（昭和31年法律第162号）第23条第

２号に規定する教育財産の管理の事務に関し、別

に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（財産台帳等の調製） 

第６条 （略） 

２ （略） 

３ 教育長は、その所管に係る教育財産である土地

を貸し付け、若しくはこれに地上権を設定し、又

は教育財産の使用を許可したときは、県規則に定

める使用許可台帳又は貸付台帳の正本を備え付け

なければならない。 

４・５ （略） 

 

（教育財産の所属換え） 

第９条 教育財産の所属換えを受けようとする教育

機関の長等は、当該財産の所属する教育機関の長

等に対し、財産所属換え依頼書（県規則別記第５

号様式）を提出しなければならない。 

２・３ （略） 

 

（教育財産の貸付期間） 

第13条 地方自治法（昭和22年法律第67号。以下

「法」という。）第238条の４第２項の規定による

教育財産である土地の貸付期間は、30年を超える

ことができない。 

 

 

 

 

 

２ 前項の期間は更新することができる。この場合
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合においては、更新のときから、第１項の期間の

更新にあつては30年を、前項の期間の更新にあつ

ては、床面積に余裕がある部分を貸し付ける場合

は５年を、敷地に余裕がある部分を貸し付ける場

合は10年を、それぞれ超えることができない。 

 

（貸付料） 

第14条 教育財産を貸し付けた場合は、相当の貸付

料を徴収しなければならない。 

２ （略） 

 

（貸付手続） 

第15条 教育財産の貸付けを受けようとする者は、

教育財産借受申請書（別記第１号様式）を教育機

関の長等を経由して教育長に提出しなければなら

ない。 

２・３ （略） 

 

（教育財産の地上権又は地役権の設定期間） 

第20条 法第238条の４第２項第５号又は第６号の

規定により、教育財産である土地に地上権又は地

役権を設定できる期間は、30年を超えることがで

きない。 

２・３ （略） 

 

（地代） 

第21条 地上権又は地役権を設定した場合は、相当

の地代を徴収しなければならない。 

２ 前項の地代は、地上権若しくは地役権の目的で

ある土地の引渡し又は地上権若しくは地役権の設

定登記のいずれか一方の行われる前に一括して納

めさせなければならない。 

 

（地上権又は地役権の設定手続） 

第22条 地上権又は地役権の設定を申請しようとす

る者は、教育財産地上権（地役権）設定申請書（別

記第６号様式）を教育機関の長等を経由して、教

育長に提出しなければならない。 

２ 教育機関の長等は、前項の申請書を経由すると

きは、第15条第２項各号に掲げる事項のほか地上

権又は地役権を設定しようとする土地の区域及び

地上権を設定しようとする土地の地下又は空間の

上下の範囲を記載した文書に契約書案を添えて、

教育長に送付しなければならない。 

３ 地上権又は地役権の設定契約書には、第15条第

３項各号に掲げる事項のほか、前項の区域及び範

囲並びに地上権又は地役権の目的である土地の引

渡し及び登記の嘱託請求に関する事項を記載する

ものとする。 

 

においては、更新のときから30年を超えることが

できない。 

 

 

 

 

（貸付料） 

第14条 教育財産である土地を貸し付けた場合は、

相当の貸付料を徴収しなければならない。 

２ （略） 

 

（貸付手続） 

第15条 教育財産である土地の貸付けを受けようと

する者は、教育財産借受申請書（別記第１号様式）

を教育機関の長等を経由して教育長に提出しなけ

ればならない。 

２・３ （略） 

 

（教育財産の地上権設定期間） 

第20条 法第238条の４第２項の規定により、教育

財産である土地に地上権を設定できる期間は、30

年を超えることができない。 

 

２・３ （略） 

 

（地代） 

第21条 地上権を設定した場合は、相当の地代を徴

収しなければならない。 

２ 前項の地代は、地上権の目的である土地の引渡

し又は地上権設定登記のいずれか一方の行われる

前に一括して納めさせなければならない。 

 

 

（地上権設定手続） 

第22条 地上権の設定を申請しようとする者は、教

育財産地上権設定申請書（別記第６号様式）を教

育機関の長等を経由して、教育長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 教育機関の長等は、前項の申請書を経由すると

きは、第15条第２項各号に掲げる事項のほか地上

権を設定しようとする土地の区域及び当該土地の

地下又は空間の上下の範囲を記載した文書に契約

書案を添えて、教育長に送付しなければならない。 

 

３ 地上権設定契約書には、第15条第３項各号に掲

げる事項のほか、前項の区域及び範囲並びに地上

権の目的である土地の引渡し及び登記の嘱託請求

に関する事項を記載するものとする。 
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（連帯保証人） 

第23条 教育長は、教育財産の地上権又は地役権の

設定について、保証人の必要があると認めるとき

は次の各号に該当する資格を有する連帯保証人を

立てさせなければならない。 

(1)・(2) （略） 

２ 連帯保証人が前項の資格を欠くに至つたときは、

地上権者又は地役権者は、直ちに新たな連帯保証

人を立て、教育財産地上権（地役権）設定連帯保

証人変更届書（別記第７号様式）を教育長に提出

しなければならない。 

 

（準用規定） 

第24条 第16条、第17条第１項、第18条及び第19条

の規定は、地上権又は地役権の設定について準用

する。 

 

（教育財産の使用許可基準） 

第25条 教育機関の長等（近代美術館万代島美術館

長を含む。第28条において同じ。）は、教育財産

の使用目的が、次の各号のいずれかに該当すると

認めるときは、法第238条の４第７項の規定に基

づき使用させることができる。 

(1)～(7) （略） 

 

第２号様式 

   教育財産借受人住所氏名等変更届書 

 （略） 

 注 連帯保証人欄は、地上権又は地役権の設定の 

  場合のみ記入する。 

 

第３号様式 

     教育財産借受期間更新申請書 

 （略） 

 注 連帯保証人欄は、地上権又は地役権の設定の 

  場合のみ記入する。 

 

第６号様式 

   教育財産地上権（地役権）設定申請書 

 （略） 

  教育財産である下記の土地を使用したいので地 

 上権（地役権）の設定について関係書類を添えて 

 申請します。 

           記 

 １ 地上権（地役権）を設定する土地 

  （略） 

 ２ 地上権（地役権）設定の目的 

 ３ （略） 

 ４ 地上権（地役権）存続期間 

 ５ （略） 

（連帯保証人） 

第23条 教育長は、教育財産の地上権の設定につい

て、保証人の必要があると認めるときは次の各号

に該当する資格を有する連帯保証人を立てさせな

ければならない。 

 (1)・(2) （略） 

２ 連帯保証人が前項の資格を欠くに至つたときは、

地上権者は、直ちに新たな連帯保証人を立て、教

育財産地上権設定連帯保証人変更届書（別記第７

号様式）を教育長に提出しなければならない。 

 

 

（準用規定） 

第24条 第16条、第17条第１項、第18条及び第19条

の規定は、地上権の設定について準用する。 

 

 

（教育財産の使用許可基準） 

第25条 教育機関の長等（近代美術館万代島美術館

長を含む。第28条において同じ。）は、教育財産

の使用目的が、次の各号の一に該当すると認める

ときは、法第238条の４第４項の規定に基づき使

用させることができる。 

(1)～(7) （略） 

 

第２号様式 

   教育財産借受人住所氏名等変更届書 

 （略） 

 注 連帯保証人欄は、地上権設定の場合のみ記入 

  する。 

 

第３号様式 

     教育財産借受期間更新申請書 

 （略） 

 注 連帯保証人欄は、地上権設定の場合のみ記入 

  する。 

 

第６号様式 

     教育財産地上権設定申請書 

 （略） 

  教育財産である下記の土地を使用したいので地 

 上権の設定について関係書類を添えて申請します。 

 

           記 

 １ 地上権を設定する土地 

  （略） 

 ２ 地上権設定の目的 

 ３ （略） 

 ４ 地上権存続期間 

 ５ （略） 
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 ６ 添付書類 

  (1)・(2) （略） 

  (3) 地上権（地役権）の目的である土地及び地 

   上権を設定する範囲を明確に表示した図面 

   （平面図及び立面図） 

  (4)～(8) （略） 

 

第７号様式 

  教育財産地上権（地役権）設定連帯保証人 

  変更届書 

 （略） 

          地上権者 住所 

         （地役権者） 

               氏名 

 （略） 

           記 

 １ 地上権（地役権）設定財産の表示 

 ２ 地上権（地役権）設定目的又は用途 

 ３ 地上権（地役権）設定期間 

 ４～７ （略） 

 ６ 添付書類 

  (1)・(2) （略） 

  (3) 地上権の目的である土地及び地上権を設定 

   する範囲を明確に表示した図面 

   （平面図及び立面図） 

  (4)～(8) （略） 

 

第７号様式 

  教育財産地上権設定連帯保証人変更届書 

 

 （略） 

          地上権者 住所 

 

               氏名 

 （略） 

           記 

 １ 地上権設定財産の表示 

 ２ 地上権設定目的又は用途 

 ３ 地上権設定期間 

 ４～７ （略） 

附 則 

 この規則は、平成27年４月１日から施行する。 
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